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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の電極パッド部上に形成されたバリアメタル層と、
　前記バリアメタル層上面の中央部に形成され、外径よりも小さい外径を有して形成され
たはんだ層とからなるはんだバンプとを備え、
　前記バリアメタル層上面のはんだ層が形成されていない面には、溶融したはんだ層に対
して濡れ性の悪い材料からなるストッパ膜が形成されており、前記ストッパ膜は、前記バ
リアメタル層及び前記はんだ層を形成する際に用いたフォトレジスト層をアッシングによ
り除去する工程で前記バリアメタル層上面に形成された酸化膜で構成されている
　半導体装置。
【請求項２】
　基板に形成された電極パッド部上部に、電極パッド部の中央部が開口した第１のフォト
レジスト層を介してバリアメタル層を形成する工程と、
　前記バリアメタル層上部に、前記バリアメタル層の中央部が開口され、前記第１のフォ
トレジスト層の開口の内径よりも小さい内径の開口を有する第２のフォトレジスト層を介
して前記バリアメタル層の外径よりも小さい外径のはんだ層を形成する工程と、
　前記バリアメタル層上面のはんだ層が形成されない領域に、前記はんだ層に対して濡れ
性の悪い材料からなるストッパ膜を形成する工程と、を有し、
　前記第１及び第２のフォトレジスト層はアッシングにより除去され、前記ストッパ膜は
、前記アッシングによって前記バリアメタル層上面に形成される酸化膜によって形成する
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　半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　基板に形成された電極パッド部の中央部を開口するフォトレジスト層を形成する工程と
、
　前記フォトレジスト層を介して前記電極パッド部上部にはんだ層を形成する工程と、
　前記電極パッド部上面のはんだ層が形成されない領域に、前記はんだ層に対して濡れ性
の悪い材料からなるストッパ膜を形成する工程と、を有し、
　前記フォトレジスト層はアッシングにより除去され、前記ストッパ膜は、前記アッシン
グによって前記電極パッド部上面に形成される酸化膜によって形成する
　配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、はんだバンプが形成された半導体装置、及びその半導体装置の製造方法に関
する。また、配線基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の半導体デバイスの高集積化に伴い、複数の半導体チップを単一のパッケージ内に
積層して実装するチップオンチップの技術や、半導体チップを半導体ウエハ上に実装する
チップオンウエハの技術が提案されている。図１３に、従来の半導体装置に形成される一
般的なはんだバンプの断面の概略構成を示す。
【０００３】
　図１３に示すように、従来の半導体装置２０５は、半導体基板２０３の電極パッド部（
図示せず）上に形成された高融点金属材料からなるバリアメタル層２０１と、低融点金属
材料からなるはんだ層２０２とで構成されている。バリアメタル層２０１を構成する高融
点金属材料としては、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｕが用いられる。また、はんだ層２０２は
、バリアメタル層２０１上部に形成され、はんだ層２０２を構成する低融点金属材料とし
ては、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｂｉ等が用いられている。そして、従来のはんだバンプ２００では、
図１３に示すように、はんだ層２０２の外径がバリアメタル層２０１の外径とほぼ同じか
、それよりも大きく形成されるのが一般的である（特許文献１参照）。
【０００４】
　図１４Ａ、Ｂに、はんだバンプ２００が形成された２つの半導体装置２０５を接合する
従来の半導体装置の製造工程を示す。図１４Ａ、Ｂでは、接合される二つの半導体装置を
半導体装置２０５ａ、２０５ｂとして説明する。
【０００５】
　まず、図１４Ａに示すように、一方の半導体装置２０５ａのはんだバンプ２００が形成
された面を、他方の半導体装置２０５ｂのはんだバンプ２００が形成された面に対向させ
るように、図示しないフリップチップボンダーを用いてマウントする。
　その後、図１４Ｂに示すように、はんだ層２０２の融点以上の温度条件下で対向するは
んだバンプ２００を接触させ、はんだ層２０２間の接続を行う。このとき、フリップチッ
プボンダーにより半導体装置２０５ａ、２０５ｂ間の距離（ギャップ）を制御しながら、
一方の半導体装置２０５ａを他方の半導体装置２０５ｂ側に接近させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－９７７９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、図１４Ａ、Ｂに示したチップ間接続の工程では、フリップチップボンダーの
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機械精度や制御性に起因して、フリップチップボンダーによって移動される側の半導体装
置２０５ａに、傾きや反りが発生してしまうという問題がある。また、半導体装置２０５
ａ、２０５ｂのはんだバンプ２００が形成される面にはグローバルな段差が形成されてい
る場合がある。このため、半導体装置２０５の接続時には、図１４Ａ、Ｂに示すように、
一方の半導体装置２０５ａが他方の半導体装置２０５ｂに対して傾いて接触され、半導体
装置２０５ａ、２０５ｂ間のギャップが広い領域ａと狭い領域ｂとに、ギャップ差が発生
する。そして、現状では、この半導体装置２０５ａ、２０５ｂ間のギャップ差をキャンセ
ルするために、はんだ層２０２は一定以上厚く形成しておく必要がある。
【０００８】
　そうすると、対向する半導体装置２０５ａ、２０５ｂ間のギャップが最適とされた領域
ａでは、図１５Ａに示すように低融点金属からなるはんだ層２０２があまり潰れない状態
で接合する。しかしながら、半導体装置２０５ａ、２０５ｂ間のギャップが狭い領域ｂで
は、図１５Ｂに示すように、はんだ層２０２が潰れ、高融点金属からなるバリアメタル層
２０１の外径から大きくはみ出てしまう。半導体装置２０５ａ、２０５ｂ上に形成される
はんだバンプ２００が微細ピッチで形成されている場合、図１５Ｂに示すように、ギャッ
プが狭い領域ｂでは隣接するはんだ層２０２が接触し、ショートする恐れがある。
【０００９】
　近年、デバイスの小型化に伴い、はんだバンプ２００間の挟ピッチ化が求められている
。このため、はんだバンプ２００間のピッチが縮小化した場合にも、隣接するはんだバン
プ２００間がショートしない構成が望まれている。
【００１０】
　本開示は、はんだバンプを介した半導体装置の接合プロセスにおいて、接合精度の向上
が図られ、歩留まりの向上が図られた半導体装置、並びに配線基板を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決し、本開示の半導体装置は、基板の電極パッド部上に形成されたバリア
メタル層と、バリアメタル層上面の中央部に形成され、バリアメタル層の外径よりも小さ
い外径を有して形成されたはんだ層とからなるはんだバンプを備える。そして、バリアメ
タル層上面のはんだ層が形成されていない面には、溶融したはんだ層に対して濡れ性の悪
い材料からなるストッパ膜が形成されており、ストッパ膜は、バリアメタル層及びはんだ
層を形成する際に用いたフォトレジスト層をアッシングにより除去する工程でバリアメタ
ル層上面に形成された酸化膜で構成されている。
【００１２】
　本開示の半導体装置の製造方法は、基板に形成された電極パッド部上部に、電極パッド
部の中央部が開口した第１のフォトレジスト層を介してバリアメタル層を形成する工程と
、バリアメタル層上部に、バリアメタル層の中央部が開口され、第１のフォトレジスト層
の開口の内径よりも小さい内径の開口を有する第２のフォトレジスト層を介してバリアメ
タル層の外径よりも小さい外径のはんだ層を形成する工程を含む。また、バリアメタル層
上面のはんだ層が形成されない領域に、はんだ層に対して濡れ性の悪い材料からなるスト
ッパ膜を形成する工程と、を有し、第１及び第２のフォトレジスト層はアッシングにより
除去され、ストッパ膜は、アッシングによってバリアメタル層上面に形成される酸化膜に
よって形成する。
【００１３】
　本開示の半導体装置及びその製造方法では、バリアメタル層の外径が、はんだ層の外径
よりも小さい径を有して形成されるため、溶融したはんだ層が潰れた場合に、バリアメタ
ル層上部から大幅にはみ出るのを防ぐことができる。
【００１４】
　本開示の配線基板の製造方法は、基板に形成された電極パッド部の中央部を開口するフ
ォトレジスト層を形成する工程と、フォトレジスト層を介して電極パッド部上部にはんだ
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層を形成する工程を含む。また、電極パッド部上面のはんだ層が形成されない領域に、は
んだ層に対して濡れ性の悪い材料からなるストッパ膜を形成する工程と、を有し、フォト
レジスト層はアッシングにより除去され、ストッパ膜は、アッシングによって電極パッド
部上面に形成される酸化膜によって形成する。
【００１５】
　本開示の配線基板の製造方法では、電極パッド部上部に形成されるはんだ層が、パター
ニングされたフォトレジスト層を介して形成されるため、配線パッド部上部の所望の領域
に精度良く形成することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本開示によれば、チップ間接合において、歩留まりの向上や品質の向上が図られる半導
体装置、及び配線基板を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本開示の第１の実施形態に係る半導体装置のはんだバンプが形成された部分の断
面構成図である。
【図２】Ａ、Ｂ、Ｃ　本開示の第１の実施形態に係る半導体装置の要部の製造工程を示す
図（その１）である。
【図３】Ｄ、Ｅ、Ｆ　本開示の第１の実施形態に係る半導体装置の要部の製造工程を示す
図（その２）である。
【図４】Ｇ、Ｈ、Ｉ　本開示の第１の実施形態に係る半導体装置の要部の製造工程を示す
図（その３）である。
【図５】Ｊ、Ｋ　本開示の第１の実施形態に係る半導体装置の要部の製造工程を示す図（
その４）である。
【図６】Ａ、Ｂ　本開示の第１の実施形態で形成された２つの半導体装置をはんだバンプ
を介して接合する工程を示す図である。
【図７】Ａ、Ｂ　ギャップ差が広い領域における断面の拡大図（図６Ｂのａに相当）と、
ギャップ差が狭い領域における断面の拡大図（図６Ｂのｂに相当）である。
【図８】Ａ、Ｂ　変形例１に係る半導体装置と半導体装置の接合工程図である。
【図９】Ａ、Ｂ　変形例２に係る半導体装置と配線基板の接合工程図である。
【図１０】Ａ、Ｂ、Ｃ　本開示の第２の実施形態に係る半導体装置の要部の製造工程を示
す図（その１）である。
【図１１】Ｄ、Ｅ、Ｆ　本開示の第２の実施形態に係る半導体装置の要部の製造工程を示
す図（その２）である。
【図１２】Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ　本開示の第３の実施形態に係る配線基板の要部の製造工程を
示す図である。
【図１３】従来の半導体装置に形成される一般的なはんだバンプの断面を示す概略構成図
である。
【図１４】Ａ、Ｂ　従来の２つの半導体装置をはんだバンプを介して接合する工程を示す
図である。
【図１５】Ａ、Ｂ　ギャップが広い領域ａにおける拡大図と、ギャップが狭い領域ｂにお
ける拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、本開示の実施形態に係る半導体装置、半導体装置の製造方法、配線基板の製造
方法の一例を、図１～図１２を参照しながら説明する。本開示の実施形態は以下の順で説
明する。なお、本開示は以下の例に限定されるものではない。
　１．第１の実施形態：半導体装置
　　１－１　半導体装置の構成
　　１－２　半導体装置の製造方法
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　　１－３　変形例１
　　１－４　変形例２
　２．第２の実施形態：半導体装置
　３．第３の実施形態：配線基板の製造方法
【００１９】
〈１．第１の実施形態：半導体装置〉
　まず、本開示の第１の実施形態に係る半導体装置、及びその半導体装置の製造方法につ
いて説明する。
【００２０】
［１－１　半導体装置の構成］
　図１に、本開示の第１の実施形態に係る半導体装置５０のはんだバンプ１が形成された
部分の断面構成を示す。図１に示すように、本実施形態例の半導体装置５０は、半導体基
板５の回路面上に形成された電極パッド部９と、電極パッド部９の周縁及び半導体基板５
の回路面を覆う絶縁膜（以下パッシベーション膜）６とを備える。そして、電極パッド部
９上に順に形成された密着層７及びシードメタル層８と、そのシードメタル層８上部に順
に形成されたバリアメタル層２、及びはんだ層３とで構成されるはんだバンプ１を備える
。さらに、はんだバンプ１を構成するバリアメタル層２上面にはストッパ膜４が形成され
ている。
【００２１】
　電極パッド部９は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）から成り、半導体装置５０を構成す
る半導体基板５の主面、例えば回路面（図示せず）上に所望の面積を有して構成されてい
る。
　パッシベーション膜６は、例えばＳｉＮ又はＳｉＯ２からなり、電極パッド部９の中央
部分を露出する開口部１０を有し、電極パッド部９の周縁及び半導体基板５表面を被覆す
るように形成されている。
【００２２】
　密着層７は、例えばＴｉから成り、パッシベーション膜６に露出された電極パッド部９
上部に形成されている。密着層７により、はんだバンプ１と電極パッド部９との密着性が
向上する。
　シードメタル層８は、例えばＣｕからなり、密着層７上部に形成されている。シードメ
タル層８は、バリアメタル層２を電解めっきで形成するために設けられる層である。
【００２３】
　バリアメタル層２は、電極パッド部９直上に、密着層７、シードメタル層８を介して形
成されており、電極パッド部９の面積よりも小さい面積で形成されている。バリアメタル
層２は、はんだ層３に用いられる材料の融点よりも高い融点を有する高融点金属材料を用
いることができ、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｕのいずれかを用いることができる。バリアメ
タル層２の厚みは、１～１０μｍで形成されている。
【００２４】
　はんだ層３は、バリアメタル層２直上の中央部に形成され、バリアメタル層２の外径よ
りも小さい外径を有して形成されている。はんだ層３は、バリアメタル層２に用いられる
材料の融点よりも低い融点を有する低融点金属材料を用いることができ、例えばＳｎ、Ｉ
ｎ、Ｂｉのいずれかを用いることができる。はんだ層３の厚みは、２～２０μｍで形成さ
れており、バリアメタル層２とはんだ層３との高さの比が例えば２：１となるように形成
されている。
【００２５】
　ストッパ膜４は、バリアメタル層２上面のはんだ層３が形成されていない領域、すなわ
ち、バリアメタル層２上面の周縁に形成されている。ストッパ膜４は、はんだ層３を溶融
したときに、溶融したはんだ層３がバリアメタル層２上面に広がるのを抑制するための層
であり、はんだ層３の材料に対して濡れ性の悪い材料で構成される。本実施形態例では、
ストッパ膜４は、ＳｉＯ２膜で形成された例とする。
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【００２６】
　本実施形態例のはんだバンプ１では、低融点金属材料で構成されるはんだ層３の外径が
高融点金属材料で構成されるバリアメタル層２の外径よりも小さく形成されている。この
ため、はんだ層３が潰れて横方向（半導体基板５の面に水平な方向）広がった場合にも、
バリアメタル層２上面から著しくはみ出るようなことが無くなる。また、バリアメタル層
２上面のはんだ層３が形成されていない領域にははんだ層３の材料に対して濡れ性の悪い
材料からなるストッパ膜４が形成されている。このため、溶融したはんだ層３とストッパ
膜４表面の接触角が大きく、はんだ層３が横方向に広がりにくくなる。
【００２７】
［１－２　半導体装置の製造方法］
　図２Ａ～図５Ｋに、本実施形態例の半導体装置５０の要部の製造工程図を示す。図２Ａ
～図５Ｋを用いて、本実施形態例の半導体装置５０の製造方法について説明する。
【００２８】
　まず、図２Ａに示すように、半導体基板５を準備し、半導体基板５上部の回路面上にア
ルミニウムからなる電極パッド部９を形成する。次に、電極パッド部９の周縁及び半導体
基板５上部を覆い、電極パッド部９の中央部分を露出する開口部１０を有するパッシベー
ション膜６を形成する。その後、Ａｒガスを用いたプラズマエッチングにより、露出した
電極パッド部９表面を洗浄する。
【００２９】
　次に、図２Ｂに示すように、スパッタ法を用いて１００ｎｍ～５００ｎｍ程度の厚みの
Ｔｉからなる密着層７を形成する。密着層７は、電極パッド部９とはんだバンプ１の密着
性を高めるために設けられる層である。
【００３０】
　次に、図２Ｃに示すように、スパッタ法を用いて、１００～１０００ｎｍ程度の厚みの
Ｃｕからなるシードメタル層８を形成する。シードメタル層８は、抵抗を下げるための膜
であり、後の工程で用いられる電解めっき法におけるシードメタルとして機能する。
【００３１】
　次に、図３Ｄに示すように、半導体基板５の表面側全面に第１のフォトレジスト層１１
を塗布により形成する。
　次に、図３Ｅに示すように、図２Ａの工程において、パッシベーション膜６に露出され
た電極パッド部９の領域よりも少し大きい領域が開口されたマスク１２を第１のフォトレ
ジスト層１１上部に形成し、露光する。
【００３２】
　次に、現像することにより、図３Ｆに示すように、第１のフォトレジスト層１１の露光
された部分が除去され、シードメタル層８の中央部分が露出する開口部１３が形成される
。その後、露出されたシードメタル層８上部を、酸素、及びＡｒガスを用いてディスカム
処理を行う。
【００３３】
　次に、図４Ｇに示すように、電解めっき法を用いて、シードメタル層８上部にＮｉから
なるバリアメタル層２を例えば１～１０μｍの厚みに形成する。
【００３４】
　次に、バリアメタル層２上面、及び第１のフォトレジスト層１１全面を被覆する第２の
フォトレジスト層１４を更に形成する。第２のフォトレジスト層１４では、バリアメタル
層２直上において、バリアメタル層２の外径よりも小さい外径の開口が形成されたマスク
を第２のフォトレジスト層１４上部に形成し、露光する。
【００３５】
　次に、現像することにより、図４Ｈに示すように、第２のフォトレジスト層１４の露光
された部分が除去され、バリアメタル層２の中央部分を露出する開口部１５が形成される
。この開口部１５に露出された面積はバリアメタル層２の面積よりも小さい。
【００３６】
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　次に、図４Ｉに示すように、電解めっき法を用いて、露出したバリアメタル層２上部に
Ｓｎからなるはんだ層３を例えば２～２０μｍの厚みに形成する。
　次に、図５Ｊに示すように、Ｏ２ガスを用いて第１及び第２のフォトレジスト層１１、
１４をアッシングし除去する。このアッシング工程により、露出したバリアメタル層２表
面にストッパ膜４となるＮｉの酸化膜が形成される。このＮｉの酸化膜は、はんだ層３に
対して濡れ性の悪い膜であり、はんだ層３が横方向に流れるのを防ぐストッパ膜４として
用いられる。その後、露出したシードメタル層８をウェットエッチングで除去し、続けて
、露出した密着層７をウェットエッチングで除去する。
【００３７】
　このようにして、本実施形態例では、はんだバンプ１を有する半導体装置５０が形成さ
れる。
　次に、本実施形態例で形成されたはんだバンプを備える半導体装置５０同士をはんだバ
ンプを介して接続する工程について説明する。図６Ａ、Ｂは、本実施形態例で形成された
２つの半導体装置をはんだバンプを介して接合する工程を示す図である。図６Ａ、Ｂでは
、半導体装置５０において、半導体基板５と、その半導体基板５上に形成されるバリアメ
タル層２及びはんだ層３から成るはんだバンプ１のみを図示し、その他の構造は省略して
示す。
【００３８】
　上述したはんだバンプ１を備える２つの半導体装置５０を準備する。以下の説明では、
２枚の半導体装置を区別する場合には、それぞれ、上側半導体装置５０ａ、下側半導体装
置５０ｂとし、区別しない場合には、半導体装置５０として説明する。
【００３９】
　まず、図６Ａに示すように、一方の半導体装置（以下、下側半導体装置）５０ｂを、図
示しないフリップチップボンダー装置内のステージにはんだバンプ１が上方を向くように
設置する。次に、下側半導体装置５０ｂのはんだバンプ１を被覆するようにフラックス１
６を塗布する。そして、フリップチップボンダー装置の吸着ヘッド（図示せず）で他方の
半導体装置（以下、上側半導体装置）５０ａをはんだバンプ１同士が対向するように下側
半導体装置５０ｂ上部にマウントする。これにより、フラックス１６の粘着性を利用して
下側半導体装置５０ｂと上側半導体装置５０ａが固定される。
【００４０】
　次に、固定された上側半導体装置５０ａと下側半導体装置５０ｂとをリフロー炉（図示
せず）内に装填する。そして、リフロー炉内で加熱及び冷却の処理を施すことで、上側半
導体装置５０ａと下側半導体装置５０ｂのはんだ層３同士が溶融して接着しその状態で固
まるため、はんだ付けが完了する。
【００４１】
　次に、はんだ付けされた上側半導体装置５０ａと下側半導体装置５０ｂとの間に残存し
ているフラックス１６を除去した後、上側半導体装置５０ａと下側半導体装置５０ｂとの
間に、毛細管現象を用いて熱硬化性樹脂を充填し、硬化する。これにより、図６Ｂに示す
ように、アンダーフィル層１７を形成する。アンダーフィル層１７を形成することで、上
側半導体装置５０ａと下側半導体装置５０ｂとのはんだ層３の接合部を外部ストレスから
保護することができ、また、接合後に起こり得るショートを防止することができる。
【００４２】
　このようにして、上側半導体装置５０ａと下側半導体装置５０ｂがはんだバンプ１を介
して電気的に接続される。
　ところで、上述したように、フリップチップボンダーに起因する上側半導体装置５０ａ
の傾きや反り、又は半導体装置５０のグローバルな段差により、接合時に上側半導体装置
５０ａと下側半導体装置５０ｂとのギャップに差が出ることがある。図７Ａに、ギャップ
差が広い領域における断面の拡大図（図６Ｂのａに相当）を示し、図７Ｂに、ギャップ差
が狭い領域における断面の拡大図（図６Ｂのｂに相当）を示す。
【００４３】
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　現状のフリップチップボンダーの機械精度や半導体装置５０のグローバル段差により、
上側半導体装置５０ａと下側半導体装置５０ｂとの間の領域で、例えば±３～５μｍのギ
ャップ差が発生する。そうすると、はんだ層３の高さはそのギャップ差に対応し得る高さ
にする必要があり、はんだ層３の高さを一定以上にしなければならないという制約がある
。本実施形態例では、従来のはんだバンプにおけるはんだ層の高さ（本実施形態例では、
２～２０μｍ）を維持したはんだバンプ１を形成することができる。このため、図７Ａ、
Ｂに示すように、上側半導体装置５０ａと下側半導体装置５０ｂの接合時において、ギャ
ップ差の異なる全領域において確実に接合が行える。
【００４４】
　また、本実施形態例では、はんだバンプ１において、はんだ層３の外径がバリアメタル
層２の外径よりも小さく形成され、さらに、バリアメタル層２上面のはんだ層３が形成さ
れない領域にはストッパ膜４が形成される。これにより、上側半導体装置５０ａと下側半
導体装置５０ｂの接合時において、ギャップが狭い領域で溶融したはんだ層３が潰れた場
合にも、横方向に著しく広がることがない。このため、図７Ｂに示すように、ギャップ差
が狭い領域において、はんだ層３が潰れた場合にも、隣接するはんだバンプ１同士が接触
するのを防ぐことができる。
【００４５】
　そして、本実施形態例では、はんだ層３が横方向に広がりにくい構成とされるので、は
んだバンプ１の狭ピッチ化により、隣接するはんだバンプ１間の距離が小さくなった場合
にも、接合時において、隣接するはんだバンプ１同士が接触するのを防ぐことができる。
【００４６】
　以上のように、本実施形態例のはんだバンプ１を形成することにより、チップオンチッ
プやチップオンウエハの構成とする場合において、確実に接合ができ、かつ、隣接するは
んだバンプ１間のショートを防止することができる。これにより、チップ間接合において
、歩留まりや、品質の向上を図ることができる。
【００４７】
　なお、上述した図６Ａ、Ｂの例では、上側半導体装置５０ａと下側半導体装置５０ｂの
はんだ層３を接合した後、アンダーフィル層１７を形成する例としたが、接合と同時にア
ンダーフィル層１７を形成する例としてもよい。この場合は、下側半導体装置５０ｂのは
んだバンプ１を被覆するようにフラックス機能を有する熱硬化性樹脂からなるアンダーフ
ィル層を塗布し、上側半導体装置５０ａをマウントする。そして、はんだ層３の融点以上
であり、熱硬化性樹脂の硬化開始温度よりも低い温度で加熱して上側半導体装置５０ａと
下側半導体装置５０ｂのはんだ層３を接合し、冷却して凝固させる。その後、熱硬化性樹
脂の熱硬化開始温度以上の温度で加熱することにより、熱硬化性樹脂が硬化しアンダーフ
ィル層が形成される。
　このように、本実施形態例では、様々な接合方法に適用可能である。
【００４８】
　ところで、本実施形態例では、接合する２つの半導体装置のうち、少なくとも一方の半
導体装置を本実施形態例の半導体装置５０とすることで、接合時における接合精度を向上
させることができる。
【００４９】
　［１－３　変形例１］
　図８Ａ、Ｂに、変形例１に係る半導体装置と半導体装置の接合工程図を示す。変形例１
では、本実施形態例で形成したはんだバンプ１を有する半導体装置５０と、従来のはんだ
バンプ２００を有する半導体装置２０５とを接合する例について説明する。
【００５０】
　図８Ａに示すように、変形例１では、マウントされる側の半導体装置（以下、下側半導
体装置）２０５を、従来のはんだバンプ２００が形成された半導体装置とする。また、マ
ウントする側の半導体装置（以下、上側半導体装置５０）を本実施形態例の半導体装置と
する。
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【００５１】
　下側半導体装置２０５では、半導体基板２０３上部にバリアメタル層２０１と、そのバ
リアメタル層２０１の外径とほぼ同じ外径で形成されたはんだ層２０２からなるはんだバ
ンプ２００が複数個形成されている。変形例１においても、図６Ａと同様にして、下側半
導体装置２０５にフラックス１６を塗布した後、上側半導体装置５０をマウントし、リフ
ロー炉内で両者のはんだ層３、２０２を溶融して接合する。これにより、図８Ｂに示すよ
うに、下側半導体装置２０５と上側半導体装置５０とが接合する。
【００５２】
　変形例１においても、上側半導体装置５０に形成されたはんだバンプ１におけるはんだ
層３が横方向に広がりにくいため、隣接するはんだバンプ１（２００）間のショートを防
止することができる。このように、接合される２つの半導体装置のうち、どちらか一方を
本実施形態例の半導体装置とした場合にも、本実施形態例と同様の効果を得ることができ
る。
【００５３】
　［１－４　変形例２］
　次に、図９Ａ、Ｂに、変形例２に係る半導体装置と配線基板との接合工程図を示す。変
形例２では、配線基板１０２に、本実施形態例のはんだバンプ１を有する半導体装置５０
を接合する例について説明する。図９Ａに示すように、本実施形態例では、マウントされ
る側に配線基板１０２を配置し、マウントする側を本実施形態例のはんだバンプ１が形成
された半導体装置５０とする。
【００５４】
　配線基板１０２では、基板１００の回路面側に、配線ランド１０１が形成され、配線ラ
ンド１０１以外の基板１００上面はソルダーレジストからなる絶縁膜（図示せず）に被覆
された構成とされている。変形例２においても、図６Ａと同様にして配線基板１０２の露
出した配線ランド１０１にはんだバンプ１が対向するように半導体装置５０をマウントし
、はんだ層３を溶融させて配線ランド１０１に接合する。これにより、配線基板１０２と
半導体装置５０とが接合する。
【００５５】
　変形例２においても、半導体装置５０に形成されたはんだバンプ１におけるはんだ層３
が横方向に広がりにくいため、隣接するはんだバンプ１間のショートを防止することがで
きる。
　その他、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５６】
〈２．第２の実施形態：半導体装置〉
　次に、本開示の第２の実施形態に係る半導体装置、及び半導体装置の製造方法について
説明する。本実施形態例では、ストッパ膜を、はんだ層に対して濡れ性の悪い金属材料で
形成する例である。
【００５７】
　図１０Ａ～図１１Ｆは本実施形態例の半導体装置の製造方法について説明する。バリア
メタル層２を形成するまでの工程は図２Ａ～図４Ｇと同様であるから重複説明を省略する
。なお、このとき、第１のフォトレジスト層１１の高さは、形成するバリアメタル層２の
高さとほぼ同じ高さに形成するのが好ましい。
【００５８】
　バリアメタル層２を形成した後、図１０Ａに示すように、バリアメタル層２上面を含む
全面にストッパ膜２０を構成する金属材料層を形成する。このストッパ膜２０を構成する
金属材料としては、はんだ層３に対して濡れ性の悪い材料であればよく、例えば、Ｔｉ、
Ｗ、Ｔａのいずれかの金属材料や、ＴｉＮ、ＴｉＷ、ＴｉＯＮ、又はＴｉＮ等の合金を用
いることができる。
【００５９】
　その後、図１０Ｂに示すように、ストッパ膜２０を残す部分のみを被覆する第２のフォ
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トレジスト層２１を形成し、露出した部分の金属材料層を除去する。これにより、バリア
メタル層２の周縁にのみストッパ膜２０が形成される。
【００６０】
　次に、図１０Ｃに示すように、第１及び第２のフォトレジスト層１１、２１を除去する
。
　次に、図１１Ｄに示すように、図４Ｈと同様にして、はんだ層３が形成される部分のみ
を開口する第３のフォトレジスト層２２を形成する。その後、電解めっき法を用い、第３
のフォトレジスト層２２の開口に露出したバリアメタル層２上部にＳｎからなるはんだ層
３を２～１０μｍの厚みに形成する。
　その後、第３のフォトレジスト層２２を除去し、第１の実施形態と同様にしてシードメ
タル層８、及び密着層７を除去することにより、半導体基板５上にはんだバンプ１が形成
される。
【００６１】
　本実施形態例の半導体装置５０においても、はんだバンプ１において、はんだ層３の外
径がバリアメタル層２の外径よりも小さい径で形成されるので、はんだバンプ１が狭ピッ
チ化した場合にも、隣接するはんだバンプ１間でのショートが低減される。
　また、本実施形態例の半導体装置５０では、ストッパ膜２０が金属材料で形成されるた
め、酸化膜でストッパ膜２０を形成する場合よりもはんだ層３がぬれ広がりにくくなる。
　その他、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６２】
　本実施形態例では、ストッパ膜をはんだ層の形成前に金属材料で形成する例としたが、
同様の工程で、酸化膜をストッパ膜として形成することもできる。すなわち、はんだ層の
形成前の工程で酸化膜からなるストッパ膜を形成し、図１０Ａ～図１１Ｆと同様の工程で
パターニングしてもよい。酸化膜からなるストッパ膜を、第１の実施形態のようにアッシ
ング工程で形成するのではなく、アッシング工程とは別の工程で形成することで、確実に
ストッパ膜を形成することができる。
【００６３】
〈３．第３の実施形態：配線基板の製造方法〉
　次に、本開示の第３の実施形態に係る配線基板の製造方法について説明する。本実施形
態例では、プリント配線基板に形成された電極パッド部（以下、配線ランド）に、はんだ
層をパターニング形成する例である。図１２Ａ～図１２Ｄに、本実施形態例の配線基板の
製造工程を示す
【００６４】
　まず、図１２Ａに示すように、所望の回路が形成された基板３０と、基板３０上面の配
線ランド３１が形成された領域を開口する開口部３３を有し、基板３０全面を被覆するソ
ルダーマスク３２が形成されたプリント配線基板３７を準備する。本実施形態例では、配
線ランド３１は、銅で構成された例とする。
【００６５】
　次に、図１２Ｂに示すように、露出した配線ランド３１の中央部を露出する開口部３５
を有するフォトレジスト層３４を基板３０全面に形成する。
【００６６】
　次に、図１２Ｃに示すように、フォトレジスト層３４を介して露出した配線ランド３１
上に、電解めっき法を用いてはんだ層３６を形成する。これにより、露出した配線ランド
３１の中央部に、配線ランド３１よりも小さい径ではんだ層３６が形成される。その後、
フォトレジスト層３４を除去することにより、はんだ層３６が形成されたプリント配線基
板３７が完成する。
【００６７】
　本実施形態例では、プリント配線基板３７において、フォトレジスト層３４で開口され
た部分にはんだ層３６を形成することができるので、はんだ層３６の外径を、配線ランド
３１の径よりも小さくすることができ、また、所定の径に精度良く形成することができる
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。これにより、このプリント配線基板３７上に、例えば第１の実施形態の半導体装置４０
を接合する場合にも、隣接するはんだ層間がショートしてしまうのを防ぐことができる。
　その他、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６８】
　以上、第１～第３の実施形態に本開示の実施形態を示したが、本開示は上述の例に限ら
れるものではなく、趣旨を逸脱しない範囲内において種々の変更が可能である。また、第
１～第３の実施形態に係る構成を組み合わせて構成することも可能である。
【００６９】
　なお、本開示は、以下の構成をとることもできる。
（１）
　基板の電極パッド部上に形成されたバリアメタル層と、
　前記バリアメタル層上面の中央部に形成され、外径よりも小さい外径を有して形成され
たはんだ層とからなるはんだバンプ
　を備える半導体装置。
（２）
　前記バリアメタル層上面のはんだ層が形成されていない面には、溶融したはんだ層に対
して濡れ性の悪い材料からなるストッパ膜が形成されている
　（１）に記載の半導体装置。
（３）
　ストッパ膜は、酸化膜からなる
　（２）に記載の半導体装置。
（４）
　ストッパ膜は、金属材料からなる
　（２）に記載の半導体装置。
（５）
　基板に形成された電極パッド部上部に、バリアメタル層を形成する工程と、
　前記バリアメタル層上部に、前記バリアメタル層の外径よりも小さい外径のはんだ層を
形成する工程と、
　を含む半導体装置の製造方法。
（６）
　前記バリアメタル層は、電極パッド部の中央部が開口した第１のフォトレジスト層を介
して形成し、
　前記はんだ層は、前記バリアメタル層の中央部が開口され、前記第１のフォトレジスト
層の開口の内径よりも小さい内径の開口を有する第２のフォトレジスト層を介して形成す
る
　（５）記載の半導体装置の製造方法。
（７）
　さらに、前記バリアメタル層上面のはんだ層が形成されない領域に、前記はんだ層に対
して濡れ性の悪い材料からなるストッパ膜を形成する工程を有する
　（６）に記載の半導体装置の製造方法。
（８）
　アッシングにより、前記第１及び第２のフォトレジスト層を除去する工程を有し、
　前記ストッパ膜は、前記アッシングによって前記バリアメタル層上面に形成される酸化
膜によって構成する
　（７）に記載の半導体装置の製造方法。
（９）
　前記ストッパ膜は、前記はんだ層を形成する前に、前記バリアメタル層上面の周縁に形
成する
　（７）に記載の半導体装置の製造方法。
（１０）
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　前記ストッパ膜は、の金属材料で形成する
　（９）に記載の半導体装置の製造方法。
（１１）
　基板に形成された電極パッド部の中央部を開口するフォトレジスト層を形成する工程と
、
　前記フォトレジスト層を介して前記電極パッド部上部にはんだ層を形成する工程と、
　を含む配線基板の製造方法。
【符号の説明】
【００７０】
　１・・・はんだバンプ、２・・・バリアメタル層、３・・・はんだ層、４・・・ストッ
パ膜、５・・・半導体基板、６・・・パッシベーション膜、７・・・密着層、８・・・シ
ードメタル層、９・・・電極パッド部、１０・・・開口部、１１・・・第１のフォトレジ
スト層、１３・・・半導体装置、　１４・・・第２のフォトレジスト層、１５・・・開口
部、１６・・・フラックス、１７・・・アンダーフィル層、２０・・・ストッパ膜、２１
・・・第２のフォトレジスト層、２２・・・第３のフォトレジスト層、３０・・・基板、
３１・・・配線ランド、３２・・・ソルダーマスク、３３・・・開口部、３４・・・フォ
トレジスト層、３５・・・開口部、３６・・・はんだ層、３７・・・プリント配線基板、
４０・・・半導体装置、１００・・・基板、１０１・・・配線ランド、１０２・・・配線
基板

【図１】 【図２】
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